
市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金交付要綱  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、本市が環境省により脱炭素先行地域に選定されたことを

踏まえ、再生可能エネルギーの導入等を推進し、本市における脱炭素化を図

るため、市長が定める地域において年間の一次エネルギー消費量が正味でゼ

ロになることを目指した集合住宅（以下「ＺＥＨ－Ｍ」という。）を新たに建

築する者に対し、予算の範囲内において、市川市脱炭素先行地域づくり事業

ＺＥＨ－Ｍ補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、市川市

補助金等交付規則（平成８年規則第３６号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（補助対象事業）  

第２条  補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

別表に掲げる要件を満たすＺＥＨ－Ｍを新たに建築する事業であって、市長

が別に定める手続により特に優れた環境性能を有するＺＥＨ－Ｍであると

市長が認めるもの（以下「公募選定住宅」という。）を建築するものとする。  

 （補助対象者）  

第３条  補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。  

 ⑴  本市に納付すべき市税を滞納していないこと。  

 ⑵  公募選定住宅の所有者であること。  

 ⑶  公募選定住宅の建築における費用を負担する者であること。  

 ⑷  補助対象事業に関し他の補助金の交付を受けていないこと。  

 （補助対象経費）  

第４条  補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象事業の実施に要する経費（太陽光発電設備及び専有部における蓄電

池の導入に要する経費を除く。）のうち、工事費、設備費、業務費及び事務費

とする。  

２  補助対象経費に消費税及び地方消費税が含まれるときは、補助対象経費か

らこれらに相当する額を控除した額とする。  



（補助金の額等）  

第５条  補助金の額は、補助対象経費の額に３分の２を乗じて得た額（その額

に１ ,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。ただ

し、１戸当たり５００万円（角住戸であって、別表住棟及び住戸の評価の項

第２号ただし書又はＢＥＩの項ただし書に該当するものにあっては、２５０

万円）を限度とし、かつ、１棟当たり１億円を限度とする。  

（交付の申請等）  

第６条  規則第３条第１項の申請書は、市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥ

Ｈ－Ｍ補助金交付申請書（様式第１号）によるものとする。  

２  前項の申請書を提出した者は、補助金の交付の申請を取り下げる場合は、

市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金交付申請取下届（様式第

２号）を市長に届出をするものとする。  

 （交付の条件）  

第７条  規則第５条第１項の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとす

る。  

 ⑴  公募選定住宅の竣工後に最上階の角住戸において気密測定を実施するこ

と。  

 ⑵  入居者の募集に当たっては省エネ性能ラベル（建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号）第２７条第２項第

２号の規定により定められている様式をいう。以下同じ。）を明示するとと

もに、全ての住戸について一般消費者を対象に募集すること。  

 ⑶  公募選定住宅の住宅用途にかかる部分（全ての住戸及び住宅用途にかか

る共用部をいう。）における全てのエネルギー使用状況（エネルギー購入量、

創エネルギー量及びエネルギー消費量をいう。）の計測及び記録をし、市長

が別に定める期日までに市長に報告すること。  

 ⑷  ＺＥＨ－Ｍの普及拡大のため、補助対象事業に係る設計情報を開示し、

及び公開することについて承諾すること。  

 （決定の通知）  



第８条  規則第６条の規定による通知は、市川市脱炭素先行地域づくり事業Ｚ

ＥＨ－Ｍ補助金交付可否決定通知書（様式第３号）により行うものとする。 

 （変更等の承認）  

第９条  規則第８条の承認を受けようとする者は、市川市脱炭素先行地域づく

り事業ＺＥＨ－Ｍ補助金交付申請事項変更等申請書（様式第４号）に市長が

必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、承認

の可否を決定し、その旨を市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助

金交付申請事項変更等承認可否決定通知書（様式第５号）により当該申請書

を提出した者に通知するものとする。  

（実績報告）  

第１０条  規則第１３条の補助事業等実績報告書は、市川市脱炭素先行地域づ

くり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金実績報告書（様式第６号）によるものとし、規則

第１６条の交付請求書を兼ねるものとする。  

２  前項の実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。  

 ⑴  ＺＥＨ－Ｍの建築に関する次に掲げる書類  

  ア  補助対象事業に係る工事請負契約書等の写し及び領収書等の写し  

  イ  補助対象事業に係る建物登記事項証明書  

  ウ  補助対象事業における施工前、施工中及び施工完了時の写真で、建築

箇所、建築物の外観及びＥＶ充電器設置部分を確認することができるも

の  

  エ  その他市長が必要と認める書類  

 ⑵  ＺＥＨ－Ｍの認証等に関する次に掲げる書類  

ア  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項又は同法第７

条の２第５項に規定する検査済証  

イ  ＢＥＬＳ評価書  

ウ  省エネ性能ラベル（全住戸）  

エ  ＣＡＳＢＥＥ建築評価認証書  



３  第１項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した日から起算し

て３０日を経過する日又は令和９年度の２月末日のいずれか早い日とする。

ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、市長が指定する日とする。  

 （額の確定及び補助金の交付）  

第１１条  市長は、規則第１５条の規定により補助金の額を確定したときは、

市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金額確定通知書（様式第７

号）により、補助金の交付決定を受けた者に通知するとともに、補助金の交

付の請求をした者が指定した金融機関の口座に補助金を振り込む方法によ

り補助金を交付するものとする。  

（決定の取消し）  

第１２条  規則第１８条第３項において準用する規則第６条第１項の規定によ

る通知は、市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金交付決定取消

通知書（様式第８号）により行うものとする。  

 （財産処分の制限）  

第１３条  財産処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数とする。  

２  補助金の交付を受けた者は、規則第２１条本文の市長の承認を受けようと

するときは、市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金に係る財産

処分承認申請書（様式第９号）を市長に提出し、承認を受けなければならな

い。  

３  市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承

認の可否を決定し、当該申請をした者に対し、市川市脱炭素先行地域づくり

事業ＺＥＨ－Ｍ補助金処分承認（却下）通知書（様式第１０号）により通知

するものとする。  

４  補助金の交付を受けた者は、前項の規定による通知を受けたときは、第１

号に掲げる額に第２号に掲げる割合を乗じて得た額（その額に１ ,０００円

未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）を返還しなければならない。

ただし、天災、本人の責めに帰さない事故その他の市長がやむを得ないと認



める事由により、当該補助金の交付を受けた者が規則第２１条本文の規定に

違反することとなった場合において返還すべき額は、市長が認める額とする。 

 ⑴  交付を受けた補助金の額  

 ⑵  財産処分制限期間の月数に対する第２項の申請書に係る補助対象設備の

処分を行った日の翌日から財産処分制限期間が満了する日までの月数（そ

の月数に１月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数）の割合  

 （書類の整備等）  

第１４条  補助金の交付を受けた者は、補助対象経費に係る支出を明らかにし

た帳簿を備え、当該支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証

拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度から５年間保管して

おかなければならない。  

 （協力）  

第１５条  市長は、補助金の交付を受けた者又は補助金の交付を受けて導入し

た補助対象設備の所有者に対し、次に掲げる事項について協力を求めること

ができる。  

⑴  国の脱炭素先行地域づくり事業に関するデータの提供及びアンケート

への回答  

 ⑵  本市が推進する地域脱炭素施策に関する調査  

（補則）  

第１６条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附  則  

この要綱は、令和８年４月１０日から施行し、同月１日から適用する。  

  



別表（第２条関係）  

区分  要件  

住 宅 部 分 の

階 層     

４層又は５層の賃貸集合住宅であること。  

居 住 部 面 積  １住戸当たり５０平方メートル以上であること。  

住 棟 及 び 住

戸 の 評 価   

次の各号のいずれにも該当すること。  

⑴  １住棟当たりＮｅａｒｌｙ  ＺＥＨ－Ｍ以上であって

ＵＡ値０ .３５以下あること。  

⑵  １住戸当たりＺＥＨ－Ｍ  Ｒｅａｄｙ以上であってＵ

Ａ値０ .３５以下であること。ただし、角住戸にあっては、

ＵＡ値０ .３５を超え０ .４６以下の場合であっても対象

とすることができる。  

供給電力  再生可能エネルギーであること。  

ＢＥＩ  １住戸当たり０ .６０以下であること。ただし、角住戸にあ

っては、０ .６０を超え０ .６５以下の場合であっても対象

とすることができる。  

蓄電池  専有部又は共用部に設置すること。  

Ｅ Ｖ 充 電 設

備（敷地内に

駐 車 場 が あ

る場合）  

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数以上の

ＥＶ充電設備を整備すること。  

⑴  ５区画未満の専用駐車場を設ける場合  １区画以上  

⑵  ５区画以上の専用駐車場を設ける場合  全体の区画数  

 の２０パーセント以上  

認 証 に 関 す

る 事 項    

次に掲げる認証を取得すること。  

⑴  ＢＥＬＳ認証  

⑵  ＣＡＳＢＥＥ建築評価認証書  

 



様式第１号（第６条関係） 

  年  月  日 

 

市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金交付申請書 

 

市川市長  

（申請者）    住所 

氏名 

電話番号 

           

 

 市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金の交付を受けたいので、下記

のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 選定結果通知番号 

市川第         －      号 

 

２ 補助対象事業を実施する住宅の所在地 

地  番  

 

３ 交付申請額 

交付申請額（税抜） 

金            円 

 

４ 補助対象事業の開始日及び完了日 

開始予定日 完了予定日 

  年    月    日   年    月    日 

 ※開始日：契約日   ※完了日：工事完了日 

 

 



 

様式第２号（第６条関係） 

  年  月  日 

 

市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金交付申請取下届 

市川市長 

 

（申請者）    住所 

氏名 

電話番号 

        

 

 

 

 

下記のとおり市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金交付要綱第６条第

２項の規定に基づき、申請を取り下げます。 

 

記 

 

１ 補助対象事業を実施する住宅の所在地 

地  番  

住居表示  

 
 

 

２ 補助金の交付申請額 

              円 

 

３ 取下げの理由 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第８条関係） 

  市川第         号 

  年  月  日 

 

市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金交付可否決定通知書 

 

 

          様 

 

 

                             市川市長   

 

 

     年  月  日付けで申請のあった市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金

について、下記のとおり決定しましたので通知いたします。 

 

                      記 

 

 

１ 補助金を交付します。 

 補助金交付決定額                   円 

 

 

   

 

 

 

 

 

２ 補助金を交付しません。 

 （理由） 

 

 

 

 （教示） 



様式第４号（第９条関係） 

   年  月  日  

 

市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金交付申請事項変更等申請書 

 

市川市長 

（申請者）    住所 

氏名 

電話番号 

           

                    

市川第         号により交付の決定を受けた市川市脱炭素先行地域づ

くり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金の交付申請事項について、下記のとおり（変更・中止・廃

止）の承認を受けたいので、申請します。 

 

記 

 

１ 本申請に係る住宅の所在地（地番） 
 

地  番  

住居表示  

 

２ 交付決定を受けた補助対象設備と変更申請額（中止の場合は記載不要） 
 

補助対象事業 交付申請額(Ａ) 変更申請額(Ｂ) 差引(=Ｂ-Ａ) 

新築ＺＥＨ－Ｍ 円 円 円 

 

３ （変更・中止・廃止）の理由 

 

４ 事由発生日 

      年  月  日 

 

５ 変更後の事業期間（交付申請時から変更が無ければ記載不要） 

        年   月   日 から     年   月   日 まで 

 

 



様式第５号（第９条関係） 

市川第         号  

   年  月  日  

 

市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金交付申請事項変更等承認可否

決定通知書 

 

         様  

市川市長 

                                      

     年  月  日付けで申請のあった市川市脱炭素先行地域づくり事業Ｚ

ＥＨ－Ｍ補助金交付申請事項変更等の承認について、下記のとおり決定したので、通

知します。 

 

記 

 

１ 承認します。 

 

２ 承認しません。 

（理由） 

 

 

 

（教示）  

 



 

様式第６号（第１０条関係） 

  年  月  日 

 

市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金実績報告書 

 

市川市長 

（申請者）  住所 

氏名 

電話番号 

          

 

 市川第         号により交付の決定を受けた市川市脱炭素先行地域づく

り事業ＺＥＨ－Ｍ補助金について、下記のとおり補助対象事業を完了したので、報告

いたします。 

記 

 

１ 補助対象事業を実施する住宅の所在地 

地  番  

住居表示  

 

２ 補助対象設備の内容 

新築ＺＥＨ－Ｍの補助対象経費 

  

 

区分 費目 細分 補助対象経費（税抜） 

工事費 本工事費 

（直接工事費） 

材料費  円 

労務費  円 

直接経費  円 

（間接工事費） 共通仮設費  円 

現場管理費  円 

一般管理費  円 

付帯工事費   円 

機械器具費   円 

測量及び試験費   円 

設備費 設備費   円 

業務費 業務費   円 

事務費 事務費   円 

補助対象経費の小計  円 

交付申請額【千円未満切捨て】  円 



 

 

補助金の額の確定をした場合は、当該額を下記の口座に振り込んでください。 

 

１ 交付決定額                  円 
 

２ 請求額                      円 

 

 

振 

込 

先 

金 融 機 関  支店  

１ 普通 
２ 当座 

口 座 
番 号 

       

口 座 名 義 

（カタカナ記載） 
 

     



 

様式第７号（第１１条関係） 

市川第         号  

   年  月  日  

  

市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金額確定通知書 

 

         様  

市川市長 

 

年  月  日付けで実績報告のあった市川市脱炭素先行地域づくり事業

ＺＥＨ－Ｍ補助金について、下記のとおり補助金の額を確定したので、通知します。 

 

記 

 

 

補助金確定額                 円  



様式第８号（第１２条関係） 

  市川第         号 

  年  月  日 

 

市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金交付決定取消通知書 

 

 

           様 

 

 

                             市川市長   

 

 

     年  月  日付け市川第         号で通知した市川市脱炭素先行地域づく

り事業ＺＥＨ－Ｍ補助金について、市川市補助金等交付規則第１８条第１項第 号の規定により、

下記のとおり取り消しましたので通知いたします。 

 

記 

 

  １ 補助金交付決定日          年  月  日 

 

  ２ 補助金交付決定額                円 

 

  ３ 補助金の交付決定の取消内容 

 

 

 

 

 

  ４ 補助金の取消額                 円 

 

 

  ５ 補助金の交付決定取消理由 

 

 

   （教示） 

  

 

  



 

様式第９号（第１３条関係） 

  年  月  日  

 

市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金に係る財産処分承認申請書 

 

市川市長 

 

（申請者）    住所 

氏名 

電話番号 

        

 

 

  年  月  日付け市川第       号により補助金交付決定を受け

て建築したＺＥＨ－Ｍを処分したいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業を実施する住宅の所在地 

地  番  

住居表示  

 

２ 補助対象設備の補助対象経費及び補助金交付額 
 

補助対象経費の額         円 

交付を受けた補助金の額           円 

 

３ 財産処分の内容 
 

⑴ 処分の理由  

⑵ 取得年月日   年  月  日 経過年数 年  月 

⑶ 処分の制限期間   年  月 ～     年  月頃 

⑷ 処分の内容  

⑸ 処分予定日   年  月  日 

 



様式第１０号（第１３条関係） 

  市川第         号 

  年  月  日 

 

市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金処分承認（却下）通知書 

 

          様 

 

 

 

                             市川市長   

 

 

     年  月  日付けで申請された市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金に

係る財産処分の承認について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので通知いたします。 

 

記 

  

１ 承認します。 

  市川市脱炭素先行地域づくり事業ＺＥＨ－Ｍ補助金交付要綱第１２条第５項の規定による返還

金額 

 

           円 

 

 

 

 

 

２ 却下します。 

 

（理由）  

  

 

 

（教示） 
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